
新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 

第７回 危機管理対策本部 会議次第 

 

 令和２年３月 10 日(火) 

 庁   議   室 

 

１ 開 会 

 

 

２ 議 題 

 

（１） 区内における感染者発生時の対応について 

 

（２） 職員に感染者が発生した場合の業務継続 

 

（３） 緊急事態宣言時の対応について 

 

 

 

３ 報告事項 

 

（１） マスクの配布について 

 

 

 

４ その他 

 

 

５ 閉 会 



令和 2 年 3 月 10 日 

危 機 管 理 対 策 本 部 

 

緊急事態宣言時の対応について 

 

 標記のとおり、政府から「緊急事態宣言」が出された場合、区は直ちに新型イ

ンフルエンザ等対策特別措置法第３４条及び東京都北区新型インフルエンザ等

対策行動計画により、「東京都北区新型インフルエンザ等対策本部」を設置する

こととなる。 

構成は、現在の危機管理対策本部のメンバーに消防吏員を加え、区における

対策の総合的な推進に関する事務を司る。 

 また、都対策本部長に対し、都及び指定公共機関等への緊急事態措置に関す

る総合調整を行うよう要請することができ、都は必要があると認めるときは、

所要の調整を行わなければならない。 

 なお、東京都北区新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則第 2 条に基づ

く審議事項は以下のとおりとなる。 

 

１ 新型インフルエンザ等対策のための措置全体にわたる区の方針に関する

こと。 

２ 新型インフルエンザ等対策を実施するための体制に関すること。 

３ 新型インフルエンザ等に関する情報の提供に関すること。 

４ 予防接種の実施その他新型インフルエンザ等のまん延の防止に関するこ

と。 

５ 生活環境の保全その他の住民の生活及び地域経済の安定に関すること。 

６ 新型インフルエンザ等対策の実施に必要な医薬品その他の物資及び資材

の備蓄等に関すること。 

７ 他の地方公共団体の長等に対する事務の委託に関すること。 

８ 他の地方公共団体の長等に対する応援の要請に関すること。 

９ 指定行政機関の長等に対する職員派遣の要請に関すること。 

１０ 前各号に掲げるもののほか、重要な新型インフルエンザ等対策措置に関

すること。 



〇区対策本部の構成



〇区対策本部各部の分掌事務


